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◎
国
民
健
康
保
険
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
に
つ
い
て

　
平
成
２０
年
４
月
１
日
か
ら
、
６５
才

以
上
７５
才
未
満
で
構
成
さ
れ
る
世
帯

の
国
保
税
に
つ
い
て
は
、
原
則
公
的

年
金
か
ら
差
し
引
か
れ
ま
す
。

（
一
部
適
用
除
外
あ
り
）

◎
波
賀
サ
イ
ク
リ
ン
グ
タ
ー
ミ
ナ
ル

に
係
る
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い

て（
株
）
波
賀
メ
イ
プ
ル
公
社

◎
市
道
路
線
の
認
定
及
び
廃
止
に
つ

い
て

　
川
戸
１７
号
線
の
認
定
廃
止
ほ
か
３

路
線

◎
平
成
１９
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算

に
つ
い
て

　
６
６，
５
７
０
千
円
を
減
額
す
る
。

◎
平
成
１９
年
度
宍
粟
市
水
道
事
業
特

別
会
計
補
正
予
算
に
つ
い
て

　
２，
５
３
１
千
円
を
減
額
す
る
。

◎
宍
粟
市
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に

関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

　
人
事
院
勧
告
に
準
ず
る
改
正

宍粟市議会定例会宍粟市議会定例会
（12月議会）（12月議会）

主
な
議
案
の
内
容

　
合
併
時
の
旧
４
町
の
入
園
料
や
保

育
料
が
異
な
っ
て
い
た
も
の
を
、
統

一
す
る
も
の
で
す
。

　
入
園
料
は
無
料
に
、
保
育
料
は
、

月
額
５，
０
０
０
円
と
な
り
ま
す
。

た
だ
し
、
平
成
２０
年
度
に
限
り
、
旧

一
宮
町
区
域
と
旧
千
種
町
区
域
は
、

月
額
４，
７
０
０
円
、
旧
波
賀
町
区

域
は
４，
５
０
０
円
と
す
る
も
の
で
す
。

　
総
務
文
教
常
任
委
員
会
は
、
北
部

区
域
の
保
育
料
が
増
額
に
な
る
こ
と

は
好
ま
し
く
な
い
と
し
て
、
保
育
料

を
４，
５
０
０
円
に
修
正
す
る
よ
う

に
求
め
ま
し
た
が
、
本
会
議
に
お
い

て
、
修
正
は
認
め
ら
れ
ず
、
原
案
通

り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

第19回

　定例会は12月7日～18日までの会期で開かれ、4議案を賛成多数で、

22議案を全会一致で可決し、議員発議4件の内2件を可決しました。

　平成18年度決算については12月7日に認定しました。

宍粟市立幼稚園保育料徴収条例の制定について宍粟市立幼稚園保育料徴収条例の制定について

　委員会の中で旧波賀町区域の
保育料4,000円に統一するという
修正案を出したが、協議の結果
4,500円という額で決定し、全員
の一致をみて修正案が成立した
わけである。そういう中で旧波
賀町区域の市民にとっては、月
額500円の引き上げ、年間6,000
円の負担増となるが、当初1,000
円という大幅な引き上げからみ
ると半額である。少子化対策と
いうことが強調されながらも、
学童保育についても一番低いと
ころは値上げとなった。
　旧町独自の子育て支援策がす
べて廃止になるという状況の中で、
各会派が所属する委員会で原案
を500円引き下げる修正で一致
をみたことを評価している。

　合併調整項目として合併後3年
を目途に調整を図るとなってお
り公共料金審議会に意見を求め
られている。宍粟市の公共料金
として公平性の確保、合併時の
保育料の決定根拠を鑑み、国が
示す基準額の6,300円を基本とし
て軽減率20％を準用し決定して
いる。また、18年度決算では園
児１人あたりの１ケ月経費は
58,000円程度となっており、今
の市財政状況や財源確保の上か
らも妥当である。

討論があり、修正案は否決され、賛成多数で原案が可決した。

原案に賛成修正案に賛成

宍
粟
市
立
幼
稚
園

　
保
育
料
徴
収
条
例


